
医
療
費
の
増
加
な
ど
に
よ
る
収
支
不
足
は
４
億
９
０
０
０
万
円

１
人
当
た
り
の
国
民
健
康
保
険
税
は
平
均
７・５
３
％
増
加

保
険
税
の
増
額
で
収
支
不
足
の
解
消
を
図
り
ま
す

医
療
費
の
増
加
な
ど
に
よ
り

国
民
健
康
保
険
税
が
増
額

　
国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
県
と

市
町
が
運
営
し
て
い
ま
す
。
県
が

医
療
費
な
ど
の
額
を
基
に
、
市
町

の
納
付
金
額
を
決
定
。
市
は
納
付

金
を
納
め
る
た
め
、
保
険
税
を
被

保
険
者
か
ら
集
め
て
い
ま
す
。

　
医
療
費
の
増
加
な
ど
で
、
県
へ

の
納
付
金
額
は
年
々
増
加
し
て
い

ま
す
。
令
和
２
年
度
の
納
付
金
額

の
納
付
に
は
、
元
年
度
と
同
じ
税

率
で
は
約
４
億
９
０
０
０
万
円
不

足
す
る
見
込
み
で
す
。

　
こ
の
収
支
不
足
に
つ
い
て
、
基

金
を
活
用
し
な
が
ら
、
税
率
を
改

定
し
て
解
消
を
図
り
ま
す
。

　
改
定
内
容
は
、
下
表
の
通
り
で

す
。
改
定
に
よ
り
、
１
人
当
た
り

の
保
険
税
額
は
平
均
７
・
53
％
の

増
加
と
な
り
ま
す
。

　
平
成
29
年
度
の
普
通
調
整
交
付

金
申
請
誤
り
に
よ
り
、
国
か
ら
交

付
さ
れ
な
か
っ
た
約
５
８
０
０
万

円
は
、
市
長
や
副
市
長
な
ど
職
員

の
給
与
費
削
減
な
ど
で
補ほ

て
ん填

し
て

い
き
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
や
市

民
に
直
接
負
担
を
掛
け
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

受
診
券
の
発
送
を
中
止

　

広
報
誌
４
月
号
13
ペ
ー
ジ
の

「
健
診
の
費
用
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま

す　

特
定
健
診
の
受
診
が
無
料
」

の
記
事
で
、
１
～
４
月
生
ま
れ
の

人
と
年
度
内
に
75
歳
に
な
る
人
に

受
診
券
を
発
送
す
る
と
お
知
ら
せ

し
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

医療給付費分

（加入者全員）区　分

所得割率

（％）

均等割額

（円／人）

平等割額

（円／世帯）

課税限度額

（円）

新税率

61万円

後期高齢者支援金分

（加入者全員）

介護納付金分

（40 ～ 64 歳の加入者）

▷

▷

▷

▷6.72％

２万6,800円

２万600 円

2.67％

19 万円

8,000 円

１万200 円

19 万円 17 万円

6,000 円

2.62％

１万1,600円

6,000 円

16 万円▷

▷

▷

▷

▷

▷

▷

▷7.78％

２万9,000円

２万800 円

63 万円

2.76％

8,000 円

１万200 円

2.69％

１万1,600円

旧税率 新税率旧税率 新税率旧税率

所得割　所得に応じて賦課されます。保険税課税年度の前年の「総所得金額等」から基
礎控除 33 万円を除いた残りの所得額（マイナスになった場合は０円）に、所得割率を
掛けて算出した金額です。
均等割　国保加入者１人につき賦課されます。
平等割　国保加入世帯１世帯につき賦課されます。

国民健康保険税は「医療給付費分」
「後期高齢者支援金分」「介護納付金
分」の三つで構成されています。
「医療給付費分」は国保加入者が
医療機関にかかるときの費用です。
「後期高齢者支援金分」は後期高齢
者医療に係る保険給付費の約４割を
負担するため賦課されます。
「介護納付金分」は介護保険に係
る保険給付費の約３割を負担するた
め賦課されます。「医療給付費分」
と「後期高齢者支援金分」は年齢に
関係なく国民健康保険加入者全員
に、「介護納付金分」は 40 歳から
64 歳までの加入者のみに賦課され
ます。また、加入者の収入、人数な
どに応じ、「所得割」「均等割」「平
等割」の３種類を合計して賦課され
ます。

令和２年度からの改定税率など

後
期
高
齢
者
保
険
料
が
改
定

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

今
年
度
の
保
険
料
率
が
決
定

　
保
険
料
は
被
保
険
者
一
人
一
人

に
課
せ
ら
れ
、
全
員
が
等
し
く
負

担
す
る
「
均
等
割
額
」
と
、
前
年

の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所

得
割
額
」
の
合
計
額
で
計
算
さ
れ

ま
す
（
表
１
）。

　
保
険
料
率
に
つ
い
て
、
一
部
変

更
が
あ
り
ま
し
た
。
内
容
に
つ
い

て
は
次
の
通
り
。
令
和
2
年
度
の

保
険
料
額
決
定
通
知
書
は
7
月
中

旬
に
送
り
ま
す
。

【
保
険
料
率
と
賦
課
限
度
額
の
見

直
し
】

　
均
等
割
額
を
４
万
８
８
５
５
円

か
ら
５
万
１
３
７
１
円
に
、
所
得

割
率
を
10
・
17
％
か
ら
10
・
49
％
、

賦
課
限
度
額
を
62
万
円
か
ら
64 

表２　保険料率（令和２・３年度）　
所得割率 賦課限度額　

令和２・３年度
平成 30・令和元年度

５万 1,371 円　
４万 8,855 円　

10.49％
10.17％

64 万円
62 万円

表１　県の保険料の計算方法
均等割額

５万 1,371 円　
所得割率

（総所得金額等+　 ＝　
保険料額　

上限 64 万円

表３　所得の低い人の軽減（令和２年度）

〈注〉　収入額から控除額を引いた金額です。（ここでいう控除額とは、公的年金控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得
　　　控除〈社会保険料控除、扶養控除など〉は含みません）

令和元年中の世帯（世帯主と世帯内の被保険者）の総所得金額等が一定の金額以下の人は、均等割額が軽減されます。
総所得金額等（被保険者 + 世帯主）が次の基準以下の世帯 軽減割合（軽減後均等割額：年額）　

基礎控除額　
（33 万円）　

世帯内の被保険者全員の各所得　
（年金所得は控除額を 80 万円として計算）が０円　 ７割（１万 5,411 円）　

上記以外　 7.75 割
基礎控除額（33 万円）＋28 万 5,000 円
基礎控除額（33 万円）＋52 万円

５割（２万 5,685 円）　
２割（４万 1,096 円）　

（注１）　本来は 7 割軽減ですが、特例措置により 7.75 割軽減となります。
（注２）　令和元年度の 28 万円から拡充されました。
（注３）　令和元年度の 51 万円から拡充されました。
※65 歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内最大 15 万円を控除し、軽減判定されます。

均等割額　

 〈注〉ー 33 万円）× 所得割率 10.49％

( 注１)（１万 1,558 円）　
( 注２) × 被保険者の数

( 注３) × 被保険者の数　

万
円
に
変
更
し
ま
し
た
（
表
２
）。

【
均
等
割
額
の
軽
減
割
合
を
変
更
】

　
令
和
元
年
度
中
の
世
帯
（
世
帯

主
と
世
帯
内
の
被
保
険
者
）の「
総

所
得
金
額
等
」
が
本
来
７
割
軽
減

と
な
る
33
万
円
以
下
の
人
の
軽
減

割
合
を
８・
５
割
か
ら
７
・
75
割

に
、
公
的
年
金
等
控
除
額
を
80
万

円
で
計
算
し
た
と
き
、
世
帯
内
の

被
保
険
者
全
員
の
所
得
が
0
円
の

人
の
軽
減
割
合
を
8
割
か
ら
7
割

に
そ
れ
ぞ
れ
変
更
し
ま
し
た
（
表

3
）。

【
軽
減
対
象
者
を
拡
大
】

　

5
割
軽
減
の
対
象
者
は
、

「
総
所
得
金
額
等
」
が
33
万
円

+

28
万
5
０
０
０
円
×
被
保
険

者
数
の
人
に
、
2
割
軽
減
の
対
象

者
は
33
万
円
＋
52
万
円
×
被
保
険

者
数
の
対
象
者
に
つ
い
て
基
準
額

を
引
き
上
げ
、
対
象
者
を
拡
充
し

ま
す
（
表
3
）。

【
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
の
軽
減
】

　
制
度
に
加
入
す
る
前
日
に
、
会

社
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
用
者

保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人

は
、
所
得
割
額
が
か
か
ら
ず
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

と
な
っ
て
か
ら
２
年
間
は
均
等

割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
、
年
額

２
万
５
６
８
５
円
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
・
国
民
健

康
保
険
組
合
に
加
入
し
て
い
た
人

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
で
も
、

世
帯
の
所
得
が
低
い
方
の
軽
減
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
両
方
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
は
、
軽
減
割
合
の
高

い
方
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

医
療
助
成
・
年
金
課　

（
７
４
０
）１
１
０
８　
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合　

０
７
８
（
３
２
６
）
２
０
２
１

問
い
合
わ
せ

7 2020.05 6

国
民
健
康
保
険
税
が
改
定

75
歳
以
上
の
人
や
65
歳
以
上
の
障
害
の
あ
る
人
が
加
入
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

均
等
割
と
所
得
割
、
賦
課
限
度
額
や
軽
減
対
象
者
の
拡
大
な
ど
大
き
く
変
更
さ
れ
ま
す

個
人
ご
と
の
保
険
料
額
は
７
月
中
に
送
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
課　

（
７
４
０
）１
１
７
０　

問
い
合
わ
せ

ル
ス
感
染
症
に
か
か
る
緊
急
事
態

宣
言
の
対
象
地
域
と
し
て
特
定
健

診
を
実
施
し
な
い
た
め
、
４
月
の

発
送
を
取
り
や
め
て
い
ま
す
。

　

今
後
の
発
送
予
定
分
も
含
め

て
、
情
勢
を
み
な
が
ら
発
送
時
期

を
検
討
し
ま
す
。
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
で
収
入
が
減
っ
た
人
は
減

免
制
度
を
設
け
る
予
定
で
す
。
詳

し
く
は
今
後
の
広
報
誌
な
ど
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

市ホームページ
はこちら


